
 

令和３年３月 26日 

 

無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 
－新スプリアス規格への移行期限の延長－ 

 

 総務省は、無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正及び関連する告示の改正案を作

成しました。つきましては、改正案について、令和３年３月 27日（土）から同年４月 26日

（月）までの間、意見を募集します。 

 

１ 背景及び概要 

不必要な電波（不要電波）をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、

向上及び電波利用の推進を図るため、2003年（平成 15年）の世界無線通信会議（WRC-03）

において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則（RR）の改正

が行われました。 

国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係

る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成 17年 12月１日から新たな許容値

（以下、新スプリアス規格という。）を適用し、経過措置として、令和 4年 11月 30日

まで改正前の許容値の適用が可能としています。 

これまでに、国内の約 276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約 210 万局(約 8

割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、新型コロナウイルス感染

症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想

定されます。 

引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、こ

のような社会経済情勢に鑑み令和 4年 11月 30日とする経過措置を当分の間に改めること

とし、別紙１及び別紙２のとおり、関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、意見

募集します。 

 

【改正の概要】 

・経過措置の期限を「令和 4年 11月 30日」から「当分の間」とする 

・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和 4 年 12 月 1 日以降、

他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件

を設ける。 

 

 

 



２ 意見公募要領 

(1) 意見募集対象（別添 1及び別紙２） 

＜省令案＞ 

・無線設備規則の一部を改正する省令（平成 17 年総務省令第 119 号）の一部を改正する

省令案 

（別添 1：新旧対照表） 

＜告示案＞ 

・登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査

等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を

定める件（平成23年総務省告示第279号）の一部を改正する告示案 

（別添２：新旧対照表） 

 

(2) 意見提出期間 

令和３年３月 27日（土）から同年４月 26日（月）まで（必着） 

※郵送の場合も同日必着とさせていただきます。 

詳細については、別紙３の意見公募要領を御覧ください。 

 

３ 今後の予定 

当該省令案等について寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の

答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。 

 

４ 資料の入手方法 

別添及び別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波政策課（総務省 10階）におい

て閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e－Gov]（https://www.e-

gov.go.jp/）の「パブリックコメント」欄にも掲載します。 

 

 
 

＜連絡先＞ 

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 

担当：中岡検定試験官、伊藤周波数調整官 

          総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 

    担当：宮澤課長補佐、岡田係長 

住所：〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２号館 

電 話：（代表） 03-5253-5111 （直通） 03-5253-5886 

FAX：03-5253-5889 

E-mail：spurious-info_atmark_soumu.go.jp 
 

（スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、 

御送信の際は、「@」に変更してください。） 


